
〇 当初提出された確定申告書

「ふるさと納税」を確定申告書に記載し忘れた場合

①寄附先の地方公共団体から送付された「寄附金受領証明書」
②本人確認書類の写し（窓口で本人確認書類を提示した場合又は更正の請求書をe-Taxにより提出される場合は不要です。）

〇 更正の請求書

「更正の請求書」の提出が必要です。
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名古屋国税局・税務署 R８.２

確定申告期限後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合などで、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める手続
です。

スマホ等から確定申告書等作成コーナーで更正の請求書を作成の上、e-Tax により提出できます。
また、書面で更正の請求書を作成の上、 持参又は送付により提出することもできます。

１ 更正の請求とは

２ 作成・提出方法

３ 添付書類

【記載例】(令和８年３月13日に提出した確定申告書でふるさと納税（３件、30,000円）を申告し忘れた場合)

《用紙ダウンロード》
※「更正の請求書」の
用紙が必要な方はこち
らから

◎確定申告書等作成コーナーで作成する場合 ◎書面で作成する場合

※当初の申告に加えて、すべての
所得控除等を再計算してください。
（例）当初、医療費控除のみの申告

⇒医療費控除及び寄附金控除
（ふるさと納税分）を再計算する。

国税 太郎

名古屋市ｘｘｘ

会社員 090-
xxx-xxxx

確定申告書 8 13３

ふるさと納税に係る寄附金受領証明書

申告すべきふるさと納税（３件、30,000円）を申告しておら
ず、寄附金控除が適用できていないため。
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《確定申告書等作成コーナー》

記載方法は、上記の記載例を参照してくだ

さい。当初提出された確定申告書から① ～
⑧を転記し、Ａ~Kは新たに追加または計
算をしていただくこととなります。
※【記載例】更正の請求書のDの税額計算
は 、 右 の 表 を ご 参 照 く だ さ い 。

課税される所得金額 税率 控除額

         1,000円  から   1,949,000円まで 5% 0円

   1,950,000円  から 3,299,000円まで 10% 97,500円

   3,300,000円  から 6,949,000円まで 20% 427,500円

   6,950,000円  から 8,999,000円まで 23% 636,000円

   9,000,000円  から17,999,000円まで 33% 1,536,000円

18,000,000円  から39,999,000円まで 40% 2,796,000円

40,000,000円  以上 45% 4,796,000円

◎所得税の税率表

①作成コーナートップ画面下部にある
「提出した申告書に誤りがあった場
合」を押す。

②「新規に更正の請
求書・修正申告書を
作成する」を押す。

③「作成のステップについて」の画面
が表示されるので「次へ」を押す。

④「作成する年分・提出方法等の選択」画
面で作成する申告書の年分を選択し、以降
は画面に沿って進めてください。
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〇不明な点は、
AIを活用した
チャットボット
や電話でご相談
を受け付けてい
ます。

《チャットボット
での相談》

※ 画面イメージは、実際の画面と異なる場合があります。

②－Ｂ
(千円未満は切捨て)

寄附金の合計額－2,000円
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マイナポータル連携
の詳細はこちらから

マイナンバーカードを
利用した確定申告の
案内はこ ちらか ら

「ふるさと納税」を確
定申告書に記載し忘れ
ることもありません！

「ふるさと納税」に係る
「寄付金受領証明書」の
管理・保管が不要♪

申告書の作成・提出
集計や入力の手間が不要♪

マイナポータル連携の詳
細 は こ ち ら か ら

マ イ ナ ン バ ー カ ー ド を
利 用 し た 確 定 申 告 の
案 内 は こ ち ら か ら

＼／

◆ ご利用には事前準備が必要です。事前準備はお早めに！

e-Tax に必要なもの

マイナンバーカード

読取対応のスマホ

※ 電子証明書の有効期限切れや住所

変更等に伴う失効にご注意ください。

マイナポータルアプリをイ

ンストールするだけ！

マイナンバーカード※

マイナポータル連携で

給与、医療費、ふるさと納税等の情報が自動入力！

書類の管理や保管も不要
「ふるさと納税」に
係る「寄附金受領証
明書」の管理・保管
が不要♪

「ふるさと納税」を確
定申告書に記載し忘れ
ることもありません！

◆国税の納付もキャッシュレス対応しています （振替納税・ダイレクト納付・イン
ターネットバンキング・クレジットカード納付・スマホアプリ納付からご自身に合っ
た納付手段をご利用いただけます） 。

※スマートフォン
のマイナンバー
カードの詳細は、
こちら

スマートフォンのマイナンバーカードを利用で、

マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、申告書の作成・
e-Tax送信できます。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/smartphone-mynaportal-etax/
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/smartphone-mynaportal-etax/

